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裁
判
員
制
度
に
向
け
た
施
設
整
備

　
　
　

〜
新
た
な
機
能
確
保
と
利
便
性
の
向
上
〜

開発建設部

仕事の

窓 5
Point

平
成
21
年
５
月
か
ら
新
た
に
導
入
さ
れ
る
裁
判
員
制
度
の
開
始
に
伴
い
、那
覇
地
方
裁
判
所
の
既
存
施
設
を
改
修
・
増
築
し
、

新
た
に
求
め
ら
れ
る
機
能
の
確
保
と
、健
全
な
施
設
機
能
の
維
持
を
目
的
と
し
た
施
設
整
備
を
行
っ
て
い
ま
す
。

増
築
棟
完
成
予
想
図

整
備
内
容

　

既
存
施
設
内
に
新
た
に
２
つ
の
裁

判
員
法
廷
を
確
保
す
る
と
共
に
、
裁

判
員
制
度
に
伴
う
諸
手
続
き
に
必
要

な
事
務
室
等
を
新
た
に
確
保
し
ま

す
。

　

ま
た
、既
存
施
設
内
に
新
た
に
事
務

室
等
を
確
保
す
る
こ
と
で
消
失
し
た

既
存
ス
ペ
ー
ス
の
確
保
が
必
要
と
な

る
こ
と
か
ら
、既
存
棟
に
隣
接
し
た
場

所
に
増
築
を
行
っ
て
い
ま
す
。増
築
施

設
内
に
は
、オ
ス
ト
メ
イ
ト
対
応
の
ト

イ
レ
や
、
高
齢
者
・
障
害
者
の
方
々
に

配
慮
し
た
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
設
備
を
設

け
る
と
共
に
、敷
地
入
口
付
近
に
は
視

覚
障
害
者
の
方
々
の
来
庁
に
配
慮
し

た
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
を
設
置
す
る
な
ど
、

様
々
な
方
々
の
利
用
に
対
応
し
た
整

備
を
行
っ
て
い
ま
す
。

裁
判
員
制
度
に
つ
い
て

　

裁
判
員
制
度
と
は
、
刑
事
裁
判
の

う
ち
、殺
人
罪
、強
盗
致
死
傷
罪
、傷
害

致
死
罪
、現
住
建
造
物
等
放
火
罪
、身

代
金
目
的
誘
拐
罪
な
ど
の
重
大
な
犯

罪
の
疑
い
で
起
訴
さ
れ
た
事
件
を
対
象

に
行
わ
れ
ま
す
。こ
の
裁
判
に
国
民
の

み
な
さ
ん
か
ら
選
ば
れ
た
裁
判
員
が
参

加
す
る
制
度
で
す
。

 

裁
判
で
は
原
則
と
し
て
裁
判
員
６
名

と
裁
判
官
３
人
が
ひ
と
つ
の
事
件
を
担

当
し
ま
す
。裁
判
員
は
、刑
事
裁
判
の

審
理
に
出
席
し
て
証
拠
を
見
聞
き
し
、

裁
判
官
と
協
議
し
て
被
告
人
が
有
罪

か
無
罪
か
を
判
断
し
ま
す
。

　

有
罪
の
場
合
に
は
、さ
ら
に
、法
律
に

定
め
ら
れ
た
範
囲
内
で
、ど
の
よ
う
な

刑
罰
を
宣
告
す
る
か
を
決
定
し
ま
す
。

裁判員の仕事や役割裁判員の仕事や役割
裁判員に選ばれたら，裁判官と一緒に，刑事事件の法廷（公判といいます。）に立
ち会い，判決まで関与することになります。
公判は，連続して開かれます。公判では，証拠書類を取り調べるほか，証人や被告
人に対する質問が行われます。裁判員から，証人等に質問することもできます。

公判に
立ち会う

証拠を全て調べたら，今度は，事実を認定し，被告人が有罪か無罪か，有罪だとし
たらどんな刑にするべきかを，裁判官と一緒に議論し（評議），決定する（評決）こ
とになります。
評議を尽くしても，意見の全員一致が得られなかったとき，評決は，多数決により
行われます（ただし，裁判官，裁判員のそれぞれ1名以上の賛成が必要）。
有罪か無罪か，有罪の場合の刑に関する裁判員の意見は，裁判官と同じ重みを
持ちます。

評議・評決

評決内容が決まると，法廷で裁判長が判決を宣告することになります。　
裁判員としての役割は終了します。

判決宣告・
職務終了

審　理

評　議

判　決

施設概要
場　　所／沖縄県那覇市樋川１丁目14-1

整備対象／那覇地方裁判所

敷地面積／７，６４８㎡

延床面積／（増築棟）１，０７１㎡

　　　　　（既存棟）７，８００㎡

規模構造／（増築棟）地上３階、鉄骨造

　　　　　（既存棟）地上３階、鉄筋コンクリート造
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